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○議長（米澤秋男君）次の日程に入ります前に、執行部より平成20年度加美町一般会計補正予算

（第１号）について申し出がありましたので、許可いたします。商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長です。 

 予算書の31ページをお開き願いたいと思います。 

 31ページの上段の19節負担金補助及び交付金、右側に来まして、補助金の企業誘致推進事業 

100万円を計上いたしたわけです。この経費につきましてはセントラル自動車のサマーフェステ

ィバル、７月５日に開催するということで、県下市町村参加すべき、加美町の部分で係る経費

について計上いたしたわけですが、一昨日、セントラル自動車側、県を通して町の方に連絡が

ありまして、今回の地震によりまして、このサマーフェスティバル・夏まつりにつきましては

見合わせたいという企業側から申し入れがありまして、この係る経費 100万円につきましては

執行する必要がなくなったということでありますので、御承認いただければ、９月の議会にお

きまして補正減いたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

    日程第１４ 議案第５３号 平成２０年度加美町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（米澤秋男君） 日程第14、議案第53号平成20年度加美町一般会計補正予算（第１号）を 

議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤澄男君） 議案第53号平成20年度加美町一般会計補正予算（第１号）について御説 

明申し上げます。 

 今回、既定予算に歳入歳出それぞれ 6，357万 4，000円を追加し、歳入歳出それぞれ 123億 

 657万 4,000円とする補正予算と、地方債の変更を行うものであります。 

 歳入の主なものにつきましては、国庫支出金として住宅建築物耐震改修等事業費補助金 309

万 6,000円の増、繰越金 4,230万 9,000円の増、諸収入として自治総合センターコミュニティ

助成金 1,380万円の増、町債 260万円の増などであります。 

 歳出につきましては、総務費では集会所新築修繕補助金 1,380万円の増、民生費では後期高

齢者医療特別会計繰出金 236万 3,000円の増、商工費では企業立地対策事業 361万 3,000円の

増、田谷地沼遊歩道修繕事業 320万 3,000円の増、新エネルギー導入調査事業 373万 8,000円

の増、教育費では西小野田小学校体育館改修事業 281万 6,000円の増、体育館耐震診断委託事

業 845万 5,000円の増などのほか、予備費を 1,376万 7,000円増額するものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 
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○議長（米澤秋男君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。14番福島久義君。 

○14番（福島久義君） まず歳入の分、今町長から説明ありましたとおり、雑入で自治総合セン 

ターコミュニティ助成金 1,380万円、さらには支出の分で集会所新築修繕補助金として同額計

上されておりますけれども、この件については場所等についてお尋ねをいたします。 

 さらには、総額、事業費が幾らになっているのか、その点についてもつけ加えてお願いした

いと思います。 

 さらには、支出の分で30ページ、子育て支援センター事業臨時保育士賃金40万 9,000円ほど

補正されておりますけれども、この点について内容等をお尋ねいたします。 

 さらには、31ページ、エネルギー対策費、このことについてエネルギー導入調査委託 373万 

8,000円ほど計上されておりますけれども、この点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（吉田 恵君） 企画財政課長です。 

 自治総合センターコミュニティの助成金ですけれども、これは上狼塚北区の集会所の建設に

係る収入と支出でございます。総事業費といたしましては 2,300万円の事業費でございまして 

、その５分の３で 1,500万円を上限とした補助ということでございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） 子育て支援室長、お答えいたします。 

 当初、子育て支援センターの臨時保育士、６時間で１年間、非常勤として雇用していただい

ておりますが、広場のときに参加者が多いということもありまして、１人での対応は難しいと

いうことで、広場、週３日間開かれておるんですが、そのところで週３日間に４時間ぐらいの 

補助としてその方にお願いするという形で計上させていただいております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 政策推進室長。 

○政策推進室長（高橋 啓君） 政策推進室長、お答えいたします。 

 新エネルギー導入調査委託につきましてですが、これは薬交流施設、主にウォーターパー

ク及び薬師の湯に木質チップボイラーを導入する調査になります。これは加美町の地域新エネ

ルギービジョンに基づく計画で、地球温暖化対策に伴う二酸化炭素の削減並びに燃料高騰対策

を目的に導入調査を行うものでございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 14番。 

○14番（福島久義君） この子育て支援事業については保育士さんが１人６時間で週３日間ぐら 
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いというようなことで説明を受けました。その中で実質４月１日現在で 219人の入所児童があ

りまして、６月１日現在で 220人と。１人の入所者がふえたわけであります。そうした中でや

はり現在の人数で対応できなかったのか。６月１日現在で１人オーバーしたために、この臨時

保育士をお願いするのか。 

 さらには現在、実質何名ぐらいの待機児童になっておられるのか。私も３月の定例議会でも

お話ししたとおり、臨時保育士を雇用して待機児童をできるだけ解消するようにというような

ことで発言をしたところでございますが、現在どうなっておるのかお尋ねをいたします。 

 さらには、このエネルギー対策費についてですけれども、当初予算 151万 8,000円ほどでし

たけれども、補正額が 373万 8,000円とかなり大きな額ですけれども、３月定例議会からまだ

３カ月しか至ってないわけですけれども、こういう金額を補正組むなら、３月の定例議会の当

初から実質こういった計画を組んで、やはり議案として提案するのが妥当じゃなかったのかな

と。何か燃料が高騰したために思い入れ上がりの事業が導入したような感じを受けとめるわけ

であります。決して悪いわけではないんですけれども、この予算の組み方についてどうなの

か、ひとつその点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） 子育て支援室長、お答えいたします。 

 先ほどの臨時の方の賃金というのは、子育て支援センターの中で家庭にいる子供たちのお母

さん方が集まったりとか相談に乗ったりとかいうところで、中新田保育所内に子育て支援セン

ターというものが一部組み込んでありまして、そこで家庭にいる児童に対しての集い等に対す

る支援の補助者でございます。先ほどの御質問は中新田保育所のところでございますので、中

新田保育所で雇用するということではございませんので御理解を賜りたいと思います。 

 それから、中新田保育所の待機児童についてどうなっているのかという御質問でございます

が、現在、大体十二、三名の待機となっております。ゼロ歳児が３人ぐらい、それから１歳

児、２歳児が二、三名、それから３歳児が、とりあえず３月のときに４月入所の点で対応でき

なかった数の方々が登録されておりまして８名でございますが、中には保育者がいる方もござ

いますので、厳密に３歳児のところを精査させていただきますと、二、三名ということになっ

ております。それで、保育所とも相談いたしまして５月には１人対応させていただきました

が、今回、保育所と相談いたしまして３歳児のところで困っている方にちょっと対応するよう

な方向で今取り組んでおります。臨時的に保育所では雇用についていろいろ検討していますけ

れども、なかなか雇用体系が難しかったり、それからゼロ歳児、１歳児等は保育士の手がかか
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りますし、面積もそれなりになければならないということもございますので、待機とあっても

早急なる対応はできないという状況もございます。御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長、お答えします。 

 ただいま福島議員の御質問なんですが、今年度の当初予算のエネルギー対策費につきまして

は約 151万 8,000円を計上しているわけですけれども、この中身につきましては太陽光発電に

対する助成とか、それからハイブリッド車ですね、クリーンエネルギー自動車のバッテリー購

入に対する助成事業、この２カ件についての助成事業でありまして、今回計上しました木質バ

イオの委託については新規ということでありますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 14番。 

○14番（福島久義君） 当初予算 151万 8,000円は、これ当初予算の議案書でもわかるわけです 

けれども、この新エネルギー導入の調査委託料についても、計画があったならば最初から当初

予算で計上した方がよかったんじゃないですかということをお尋ねしたわけですので、その辺

もう一度お願いしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 政策推進室長。 

○政策推進室長（高橋 啓君） 政策推進室長、お答えいたします。 

 この木質チップのボイラーの導入事業につきましては、３月等で議会の方で指定管理者、や

くらい交流施設の指定管理者の中で原油高騰に伴いまして補正をさせていただいたという経緯

がございまして、その中で実際の指定管理料を見ますと約70％が重油代の方に充ててあるとい

うところで、こういった推移を見ますと、今後こういった施設につきましては緊急的にいろん

な新エネルギーを見ました導入を進めていくべきではないかということで判断をさせていただ

いて進めさせていただきました。御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。13番新田博志君。 

○13番（新田博志君） ４点ほどお願いいたします。 

 まず28ページ、弁護士委託料とありますが、たしか顧問契約を結んでいるはずなので、どう

いう案件・事件が起きてどういう対応をしたのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、30ページ、農業委員会の旅費の費用弁償でありますが、これは当初から予定がな

くて急に決まったのか。視察だと思うんですが、その辺の中身をお願いいたします。 

 それから、企業立地対策費、31ページの一番上ですが、企業概要調査名簿作成委託料です

が、これは相手は調査会社なのでしょうか。それから、そのセントラル自動車など誘致企業に
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対する調査だと思うんですが、その中身を少し教えていただきたいと思います。 

 それから、31ページの下の方ですが、宮崎地区小中学校生徒指導総合連携推進事業の中身を

お知らせいただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 28ページの弁護士委託料について御説明申し上げます。 

 一般管理の方で顧問弁護士委託料、当初予算で48万円計上させていただいています。顧問相

談料でございまして、今回のこの弁護士委託料74万 4,000円につきましては、ちょっと話長く

なりますけれども、昭和59年、60年度に農村総合整備モデル事業ということで旧中新田地区が

実施しております町道工事の所有権の確認のための弁護士の委託料という形で計上させていた

だきました。 

 この経過でございますが、当時、このモデル事業につきましては地区からの要望で無償譲渡

ということを前提としてこれを事業着手したという経過がございます。その中においてまだ所

有権の移転登記、抵当権その他があってなされてなかったものがあります。その所有権移転に

ついて、実はことしの２月の段階で町の方を申し立てて、古川地方裁判所の方に調停の呼び出

しをされています、町の方で。それで２回の調停でそれは不調に終わってます。町としてはそ

れ納得できないと。要するに、どういう申し立ての内容だったかといいますと、これ所有権移

転に本人は当時同意したものでもないし承諾もしていないので、もし町がこれからも町道とし

て占有していくのであれば、それは買収してほしいという形の申し立てに対して、町として

は、用地については提供を受けて他の地区もすべてやってきたという経過、それから物的補

償、ブロック塀等あったんですけれども、その補償等は払っているという経過がございます。

それがあって全然話も聞かなかったということはないという形で、それらを事実を確認して調

停を不調にしているという形。そして、既に町が町道として占有してから20年はたっていると

いう形、取得時効という形が成立しているという関係もあって、顧問弁護士さんと相談をし

て、これは今後町の町有財産、町道として常に除雪や何かをしていく道路であれば、これは将

来に禍根を残すので、この際しっかり整理をした方いいという形で着手金、それから、その上

に用地の測量委託料ありますけれども、用地測量が前提になりますので測量をやって、町とし

ては本人が同意しないことを想定して、これに町として今度は訴訟を起こしたいという形に、

同意が 

ない場合ですね、その準備費用として計上させていただきました。内容は以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 農業委員会事務局長。 
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○農業委員会事務局長（鈴木 裕君） 農業委員会事務局長です。お答えいたします。 

 農業委員さんの費用弁償ですが、農業委員さんは毎年、東北・北海道農業活性化フォーラム

に研修事業として参加しております。それで19年度、昨年の改選のときに町財政当局との協議

によりまして３年に１遍ということで、19年度、そして今年度と当初予算の計上が見送られま

した。それで、21年度、来年度は予算措置されるということだったんですが、農業委員さんの

任期が来年度22年の３月までですので、それよりは少しでも早く研修された方が委員さんの活 

動に有意義になるだろうということで今回補正をお願いしたということであります。以上です。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長、お答えします。 

 31ページの上段の13節委託料の企業概要調査名簿作成委託料90万円の内容でありますが、新

田議員御案内のとおり、企業誘致に向けて自動車関連企業のデータ、そういったものを作成し

てもらうための委託料であります。主にセントラル自動車に関連した企業でありまして、主な

委託業務の内容としましては、おおむね大体 200件ぐらいまで絞り込もうかと思っておりま

す。というのは、聞くところによりますと自動車関連企業で 1,000社ほどあるとよく言われて

おります。その中でも今回の90万円は 200社ほどまで絞りまして、その１社ごとに業績経歴と

か、規模資本とか、あるいは取引関係、代表者、そういったもろもろのデータを作成していた

だくということのほかに、今度は１社ごとにアンケート調査、例えばその誘致の考え方がある

かどうか、あるいは事業所の新設とか移転の予定の有無、あるいは予定がある場合に施設の種

類とか、いつごろを考えているのか、そういったものをきちっと調査していただいて町の方に

成果品を納めてもらうと、そういった事業の中身でございます。 

○議長（米澤秋男君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（三嶋秀二郎君） 教育総務課長、お答えします。 

 生徒指導総合連携推進事業、この事業は、文科省の外郭団体であります国立教育研究所から

宮城県が指定を受けまして、さらに県から宮崎中学校が再委嘱ということになりまして、宮崎

地区の小中校の生徒指導における総合連携事業を推進するものでございます。全額 100％とい

うことで20年、21年度、この事業を行ってまいります。 

 事業の内容としまして、学校、家庭、地域住民、関係機関等の連携・協力によって問題行動

等の予防や解決と児童生徒の健全育成に向けた地域のネットワークづくりの構築を図るという

ことでございまして、小学校間、中学校間、あるいは小中学校間の生徒指導上の連携について

の調査研究、その成果を踏まえて実践的な取り組みを行うということでございまして、委員の
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構成としましては、教育関係者、福祉関係者、警察、人権擁護委員、区長等で18人を予定して

おります。また実務者会議委員ということで同じく19人を予定しまして、その二つの組織から

生徒指導にかかわるネットワークづくりを進めていくというような内容でございます。以上で

ございます。 

○議長（米澤秋男君） 13番。 

○13番（新田博志君） ２点ほど。 

 この弁護士の顧問契約の内容なんですが、その顧問契約には、先ほど課長が言われたような

内容は含まれてないのでしょうか。顧問契約はどこまでの内容で、どこからはどういうものだ

というような、さわりだけでもちょっとお聞かせ願えればと思います。 

 それから、先ほどの企業概要調査なんですが、東京エレクトロンの関連会社に関しては一切

興味示してないんでしょうか。その辺もお知らせいただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 顧問契約の内容でございますが、あくまでも相談業務という形の顧 

問契約内容になっています。ですから、改めて訴訟や応訴、特費用がかかるものについては含

まれておりません。ちなみに、昨年度の顧問契約等相談回数ですけれども、件数にして８件で

すけれども、延べ20回ほどの実績がございます。 

 また、今回の委託弁護士さんについては、顧問弁護士さんと相談して他の弁護士さんを御紹

介されているという形の経過になっています。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長です。お答えします。 

 この委託業務の範囲に東京エレクトロンが入るのかどうかという御質問なんですが、私ら方

の今頭の中にある部分では、主にセントラル自動車、それから岩手県の金ケ崎町にあります関

東自動車工業の部分、あるいはもっと広げまして、大和町にあるトヨタ自動車東北の部分とい

うことで考えております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 13番。 

○13番（新田博志君） 今の説明の中で、要するに顧問弁護士さんからほかの弁護士さんを紹介 

していただいたと。通常は顧問弁護士がやるはずだと思うんですが、その辺の中身をちょっと

教えていただきたいと思います。 

 それから、今度は企業調査の方に関してですが、もともと旧中新田町はバッハホールで売っ

ていた町ですので、その音楽関係、少しだけ関係しているだけですけれども、東京エレクトロ
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ンなんかも興味を示してくれるんでないかなという思いの中で、こちらからもアプローチする

ような会社がないのかどうか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 顧問弁護士につきましては、先ほどお話ししました調停の段階で一 

度この相談業務に相手方、申し立て人の方の相談を１回受けているという形で、双方の弁護は

禁止されておるという形で、紹介をいただいたという形になってます。（「町の場合、顧問契

約しているわけですから、その相手方の相談を受けること自体がちょっと違うんでないかとい

う、そういう契約はないんですかということなんです、聞いているのは」の声あり） 

 調停の段階で町の相談ということじゃなくて、そういう形の中で相談を受けているという形

で、その時点で町との契約で町にかかわるものは相談を受けられないとか何とかという形でな

くて、一般的な相談業務の中で相談を受けたという経過を聞いております。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長です。 

 御案内のとおり、東京エレクトロンにつきましては県民会館が東京エレクトロンという名称

で、そういった部分での分野でも事業展開されているわけですけれども、この東京エレクトロ

ン部分についても世界第２位の半導体製造の装置メーカーという、こういった企業が大和町に

進出してくるということですが、加美町、本町としましても、主にセントラル自動車関連の企

業の誘致ということを考えておりますが、こういった話が出てきた場合には、その辺も検討し

ていかなければならないのかなと、このように思っております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 12番近藤義次君。 

○12番（近藤義次君） 指定管理者選定委員会の補正とられているようですが、今年度何カ所ぐ 

らいの指定管理を予定しているのか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 12番、ページ数、何ページですか。 

○12番（近藤義次君） ページ数は28。 

 それから、もう一点、商工観光課長、31ページ、職業紹介責任者講習というのがありますが、 

役場では何か資格ないと職業の紹介はできないんですか。この辺についてお尋ねをいたします。 

 それから、もう一点、子育て支援室長にお尋ねをしますが、その保育所の待機者というのは

一体どういうのが待機者なのか、その辺お尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 政策推進室長。 

○政策推進室長（高橋 啓君） お答えいたします。 
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 今年度の指定管理者の予定はということでございますが、加美町の公の施設としては現在、 

164施設がございまして、そのうち40施設が指定管理者を導入して移行をしております。そのう

ち半分の20施設が今年度更新ということで20年度に更新を予定しております。それから新しく

新規といたしまして20年度予定しているのが16施設ございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 職業紹介責任者講習１万 3,000円計上しているわけですけれど 

も、これも無料の職業紹介所、公設ハローワークの部分なんですが、町長の公約にもありまし

て10月から開設することで今準備を進めております。その中で、この開設するためには職員の

講習を、養成講習というんですが、そういったものが必須条件となっております。特に資格は

要らないんですが、講習を受けて初めて開設できるということで、職業紹介責任者、こういっ

た資格といいますか、そういったものの養成を受けた職員で無料職業紹介所を開設するという

ことであります。（「わかりました」の声あり） 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） 子育て支援室長、お答えします。 

 ゼロ歳から２歳ぐらいのところの年齢の方が、10人未満ですけれども、二、三人ずつその各

年齢児にいるわけですけれども、保育所は、休職中と今後働きたいというふうな申し出のお母

さんにも開放するとなっておりまして、預けられれば働いていきたいという方々がゼロ歳から

２歳のところではほとんどの方でございます。３歳児につきましては御夫婦で検討なさって働

く時間帯を工夫なさったり、それから核家族なんだけれども、実家のお手伝いをいただいたり

とかで何とか対応をしているという方が二、三人おいでですし、あと４月に入所できなかっ

た、今後働いていきたいんだけれどもという方が５人ぐらいということで現在、待機中という

ふうにさせていただいております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 12番。 

○12番（近藤義次君） こういうのはどうなるのかな、待機児の問題でね。 

 今、若い女の子の離婚非常に多いんだよね。そして必ず毎日何件か相談されて、おれ「４月

になんないとだめだ」っていつでも言ってるんだけれども、やっぱりちゃっこい子供連れて帰

ってきて実家にいて、いづらくなってアパート借りたりなんかしてるのが大分いるわけです

が、そういうのはどうなんですか、お尋ねいたします。 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） お答えします。 
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 とりあえず、いろいろ申請していただいております。ただ、早急に対応できないということ

の御理解もいただきながら現在相談している段階でございますので、母子世帯等で入所したい

という方は随時受け付けさせていただいておりますが、現状としては厳しいものがございます

し、それから私的、個人的にやっている保育所等の御紹介もさせていただいております。それ

から、子育てではそういう方々が多くなっておりますので、ボランティア等の育成で家庭で支

援できる人をふやしていこうということで、現在、子育て支援の講座を開催して、その方々に

家庭への御支援をいただくようなシステムも現在検討中でございます。 

○議長（米澤秋男君） 12番。 

○12番（近藤義次君） 町長にお尋ねをしますけれども、保育所の行政改革でいろいろ変えてい 

くんだというようなお話が３月議会であったんですが、どの程度までその論議が進んでいるの

か、お尋ねいたしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君） ３月の議会でも集中的にこの問題についてのお話があったと記憶いたし 

ております。どこまで進んでいるかという話ですが、結局今の収容の人数というのも、要する

に限りがあるわけでありますから、これを画期的にふやすというようなことの対応というのは

今の段階では難しいんだろうというふうに思っています。しかし、いろんなニーズ、要するに

要望・要求と町としての対応できる、主にマンパワーになってくるんですけれども、この辺の

線引きといいますか、どこまでのサービスができるのかということになるわけでありますけれ

ども、この議論というのは指示をしておりますけれども、どこまで進んでいるかということは

まだ把握をしてない段階です。年度中といいますか、来年に向けてこの方向性をつけていきた

いというふうに思っていますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） ９番工藤清悦君。 

○９番（工藤清悦君） 28ページ、指定管理者選定委員の謝礼についてお伺いをしたいと思いま 

す。 

 この補正で３万 4,000円、この件に関しては公募による選定といいますか、それだけに今ま

での選定委員以外、課長さんたち副町長含めて７名が規則で決まっているようですけれども、

それに参加していただくのかどうかというようなことをお伺いをしたいと思います。 

 それから、今回、20年度の例規集をいただいたんですけれども、今まで平成19年度版までの

例規集見ますと、これ条例でありませんので、規則ですと、職員の方々が条例に従って確実に

その仕事をやるというようなことでの内部ルールみたいなものだろうというふうに思いますけ
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れども、今までは、総務課長よろしいですかね、19年度の 762ページ、この第９条で「関係職

員の出席」ということで、委員長は必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ

て意見等説明をすることができるというようなことが、今回の平成20年の例規集、これ20年度

に関しては 788ページですけれども、これが「関係者等の出席」ということに例規集になって

いるわけです。結局はこの19年11月１日に改訂されているということで、それ以前の19年度11

月１日以前に公募による指定管理者制度の選定に関しては、結局関係職員の出席ということで

ヒアリングなり何なりをやられていたのかなというふうに思うんですけれども、以前の例規集

ですと、結局規則違反で今までヒアリング等で関係者を出席させていたのかなという思いがし

てたんですけれども、これを責めるとか何とかでなくて、流れの中で規則を整備してよりよい 

ものにということだと思うんですけれども、この二つの点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 総務課長。 

 19年のやつに関係職員の出席、第９条でございますが、委員以外の者を会合に出席させ意見

を述べさせ、また説明をさせることができるという形で、これ当然関係職員の出席という形

で、委員が一応決まっているものですから、それ以外の関係職員を出席させて説明をさせると

いう形でございます。 

 あと、20年のやつで関係者に直ったと。ちょっとお待ちください。済みません、ちょっとだ

けお待ちください。調べて回答させていただきます。（「議長、もう一回質問してよろしいで

すか」の声あり） 

○議長（米澤秋男君） はいどうぞ、９番。 

○９番（工藤清悦君） 私、質問の仕方が悪いのかもしれないんですけれども、19年度は「関係 

職員の出席」ということで９条が表現されております。20年度に関しては「関係者等の出席」

ということで第９条が記述されております。それで、この関係者等の出席ということで20年版

になったのは、平成19年11月１日からこの規則が適用されております。11月１日以前の公募に

よる選定に関してのヒアリングに関しては、職員でなくて、規則以外で規則どおりでない、要

するにヒアリング、または募集要綱にあったかどうかわかりませんけれども、やられていたん

じゃないですかということでの質問です。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 大変失礼しました。 

 関係職員の出席と。これ委員会への、いろいろ委員会で決定する公募等のこれは関係職員を
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出席させるということでございまして、今回は関係者等の出席と。これは職員以外でも必要が

あれば御意見を求めるという形です。委員会の当然応募者、それらの聞き取り調査、それらに

ついては申請団体の、これは申請ですので、その方々が出席しているものについては何ら問題

ないわけですので、今までも。ですから、この関係職員、今までは関係職員が出席、関係課そ

れぞれの関係職員、課長以外の職員が出席して説明をしたと。それだけにとどめていたやつを

もっと枠を広げたという形でございます。ですから、議員さんおっしゃる、今まで応募者等が

来て説明していたのは職員以外でなかったのかと、違反してたんじゃないかなという説明です

けれども、それは応募団体としての説明ですので、それには違反してたという形ではございま

せん。（「趣旨をよく理解いただいてないと思いますので、もう一回やっていただいてよろし

いですか」の声あり） 

○議長（米澤秋男君） ９番、手を挙げてもう一回。 

○９番（工藤清悦君） これ再質問なってしまうんですかね。 

 19年11月１日から関係者等の出席になっているわけですよね。ですから11月１日以前に審査

会のヒアリングで関係者を呼んだときには、職員じゃなくて、関係者以外の人、職員以外の人

を呼んでいるわけですよね。ですから、そういう状況だったんですかということをお聞きして

いるんです。 

○議長（米澤秋男君） 副町長。 

○副町長（森田善孝君） はい、職員以外は呼んでおりません。ただ、公募の審査委員会にはそ 

の公募した人たちは来てますから、それは委員会とは別ですから、審査会ですね、そこに公募

した人たちには、公募の中身では説明を求めることがあるって公募しますから、それで来ても

らっています。ただ委員会で11月１日以降については、さきの指定管理者の上程した段階で否

決された中でいろいろな意見がございまして、役場の職員だけでなくて、他のそれらに対する

知識のある人たちを一般からも入れたらいいのではという意見がありましたので、これを改正

しまして、それを入れることもできると。しなければならないじゃなくて、役場で対応できる

部分は役場でしますけれども、そういうものが判断つかない場合には専門的な知識のある民間

からも入れることができるという関係上、この関係者の出席もできると。ですから、委員会は

委員会としてありますから、７名は必ず出席はすることになります。また、役場の関係課の中

で７名以外でもこれに関する職員がおると、ポジションがあるとすれば、それも委員長命にお

いて出席することは可能だということでございます。（「議長、答弁漏れあります。公募によ 

るものでの出席者の報酬なのか、公募によらないものにも出席させるのか、その辺」の声あり） 
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○議長（米澤秋男君） 副町長。 

○副町長（森田善孝君） 済みません。公募によるものであります。公募によらないものについ 

ては委員会の中で処理したいと考えております。 

○議長（米澤秋男君） ９番。 

○９番（工藤清悦君） これは規則ですから職員の方々が条例にのっとってやられるということ 

のルールブックみたいなものなので、ここでいろんなことを言う必要もないのかなというふう

には思うんですけれども、ただ、実際平成19年度11月１日に規則が変わっているわけですけれ

ども、実際我々も１年に１回、こうやって例規集いただくわけですけれども、職員の方々もそ

の変わったことに関しての周知方法というものに対して、どのようにやられているのかお伺い

をしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 総務課長。 

○総務課長（早坂宏也君） 総務課長、お答えします。 

 条例、規則の改正につきましては、すべてパソコン上で職員に流しているということになり

ます。それを常時見るという形になります。あと、こちらの冊子の方については、１年に１

回、これを更新をかけるという手続をしてます。 

○議長（米澤秋男君） 質疑ございませんか。17番一條 寛君。 

○17番（一條 寛君） 29ページの小野田児童館費の非常勤職員報酬費が計上されてますけれど 

も、小野田児童館として新たな事業を拡充されるのかどうかと、それから非常勤職員の勤務の

時間帯等お願いいたします。 

 それから、32ページの公民館費にも非常勤職員の報酬が３款にのってますけれども、この公

民館での仕事の内容等教えていただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） 子育て支援室長、お答えいたします。 

 児童館の職員の体制が非常勤職員２人を含めて３人体制、職員１人の３人体制で19年度はや

っておりましたが、１人職員の方、保育士の方が退職なされたということもありますし、それ

から、そういう技術を持っているということも必要なので、その方に引き続き非常勤職員とし

てとどまっていただくということになりまして、特に拡充したということではございません。

よろしいでしょうか。御理解いただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（諸岡敏裕君） 社会教育課長、お答えします。 
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 公民館費の報酬、非常勤職員報酬でございますが、いずれの公民館においても現在、正職員

１名、また非常勤職員１名の２名体制で運営しております。そのための補正でございます。人 

事配置によりまして、このような時期に報酬を補正させていただきました。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 17番。 

○17番（一條 寛君） そうしますと、小野田児童館での時間延長が可能になるというようなこ 

とではないわけですね。 

○議長（米澤秋男君） 子育て支援室長。 

○子育て支援室長（早坂律子君） 非常勤職員は７時間の時間雇用でして、とりあえず、現在の 

段階では延長ということで対応している雇用時間ではありません。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。３番木村哲夫君。 

○３番（木村哲夫君） 商工観光課長にお伺いします。 

 企業立地関係の商品券代 120万円というのと、あと荒沢自然館の歩道の修繕ということで、

荒沢自然館どのぐらいの利用者がいるのか。 

 それと、もう一つは、最後町長にもお伺いしたいんですが、先ほど課長の方から補助金、企

業誘致推進事業は次の補正というお話をいただきましたが、セントラル自動車関係で実は私も

きのう仕事の関係で知ったんですが、セントラル自動車の方から30分圏内に寮をつくるという

ことで、何社か民間の不動産関係のところに寮のコンペといいますか、何社か声をかけてそこ

からの企画を出して、いいところは採用するということで、実際に私の方の関係してるところ

で古川でそういった単身の寮をもう既に計画しております。前にも加美町中新田地区は30分圏

内というお話もいただいて、例えば町の町有地なりそういったところで町の方で土地を提供な

いし賃借という形でそちらの方に寮をとか、そういったことは可能なのかどうか、もしくはそ

ういった動きがあるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長、お答えします。 

 予算書の30ページの一番下段にあります商品券の関係ですが、この商品券を説明する前に、

今、３月からセントラル自動車の従業員、家族の歓迎会を実施しております。これまで、これ

は県庁にお迎えしまして、そこで概要説明し、もちろん町長にもトップセールスしていただい

て町の観光ＰＲしております。そして、そういった従業員、家族、宮城県に来まして大衡の工

業団地、あるいは仙台市内を観光して１泊２日の行程で帰っていると。 

 そういう状況の中で、加美町としてこれから観光ＰＲ、その県庁の中だけでのＰＲでは果た
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してどこまで通じるのかなという部分であります。そうした場合に呼び水的なものとして、で

きるだけこの加美町に足を運んでもらうと。そこで買い物してもらうと。その一部分として商

品券という考え方に立ったわけでございます。 

 セントラル自動車の従業員数が約 1,200名ということで１家族 1,000円、小さい金額にはな

るわけですけれども、総額からすれば 120万円という、これは町の税金を使ってやるわけです

から、そういった企業誘致に向けてその前段として、ぜひ加美町の方に足を運んでいただく

と。あわせて、加美町に来た場合にはぜひその町中を見学していただくと。あわせて、二つの

公社ですね、やくらい、宮崎、それぞれ温泉施設があるわけですから、そういった温泉施設、

温泉には入っていただくと。そういった部分の優待券なんかも当然二つの公社の御協力いただ

いてやっていこうかなと、そういう部分でも考えております。その町の部分で対応できる部分

の商品券として 120万円を計上したということであります。 

○議長（米澤秋男君） 森林整備対策室長。 

○森林整備対策室長（浅野恒昭君） 森林整備対策室長です。 

 ４月から荒沢自然館関係の所管ということで商工観光課から森林整備の方に移行しておりま

す。先ほど御質問がありました荒沢自然館に関しての入り込み客数の状況ですが、自然館及び

荒沢湿原周辺含めまして、年間約１万二、三千人ほどの入り込み客数の数字が出ております。

以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君） セントラル自動車の独身寮の情報はどうなっているのかということのお 

尋ねであります。 

 先月だったと思いますが、セントラル自動車から説明会というふうなことで役場、町に対し

ても出席要請がございまして、担当が出席をいたしました。内容は、今木村議員がお話しされ

たように独身寮を建てたいと。ついては、その土地の情報といいますか、町を含めて、これは

不動産会社等々に対してその情報を求めるというふうなことでございました。 

 町といたしましても、遊休地を中心に13カ所ほど情報を提供をしておるところであります。

大体車で工場から25分以内ということになりますと、中新田地区はもちろんでありますけれど

も、小野田の大体支所まで、この地点まであるということでございまして、ここまでの間に13

カ所ございますものですから、これについての情報を提供させていただいたということであり

ます。土地の提供ということでありまして、建設する場合にはその業者がこれに当たるという

ことで、そういう条件でございました。 



-125- 

 また、これ民間でありますけれども、町関係では丸か建設さんがこの提供要請に応募をして

いるということをお聞きをいたしております。 

 いずれにいたしましても、こういう関係で、今度の場合は独身寮だったわけですけれども、 

100人、 200人、 300人規模の住宅をというようなことでございました。いずれセントラル自動

車本社での要望でございますから、これがどこに決まるか、これも関心事ではあるんでありま

すが、それ以外にも一般の住宅としての供給といいますか、向こうの希望がこれからまだまだ

出てくるんだろうというふうに思っております。 

 町といたしましても、こういった住宅の提供にも積極的に対応してまいりたいと思いますし 

、その場合には20年無償の優遇措置を与えてもいいんだろうというふうに今考えております。 

 いずれ、そういうことが具体化された場合には、当然議会にお諮りをして御承認をいただく

わけでありますけれども、何よりもそういったものの情報というものを議員の皆さんにも共有

をしていただくことが大事なことだというふうに思っておりますので、情報提供等についても

よろしく、最新の情報があった場合には早速お知らせをいただければありがたいというふうに

思っているところでございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） ３番。 

○３番（木村哲夫君） ありがとうございます。そういった意味からも、補助金が次のいわゆる 

サマーフェスティバル用にということだけではなくて、そういった対策の一部として例えばあ

る程度確保しておくとか、そういったこともあってもいいのかなというふうには思うんです

が、いかがなものでしょうか。 

○議長（米澤秋男君） 副町長。 

○副町長（森田善孝君） 大変ありがたい御意見でございますけれども、今回の補助金・交付金 

につきましては、従業員に対するイベントに対する町のＰＲでありますから、企業が張りつい

てくる、あるいは従業員が加美町に対して定住するための住居を考える等々となれば、これら

については固定資産税の免除、あるいは工場が来ることによる誘致に対する免除等々別な面で

の政策がありますので、そちらで対応していくべきかとも考えております。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。４番一條 光君。 

○４番（一條 光君） 31ページの商工施設費に関連いたしまして、アユの養殖場について質問 

したいと思いますが、よろしいですか、議長。ありがとうございます。 

 それでは、まず、今現在の契約の相手方についてお伺いをいたします。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（柳川文俊君） アユの養殖場につきましては、契約の相手方は中新田漁業生産 

組合でございます。 

○議長（米澤秋男君） ４番。 

○４番（一條 光君） 契約には当然期間があるんだろうと思いますけれども、今契約している 

契約年度が終わるのはいつなのか。そして、以前に書面上の契約相手方と実際に利用している

者とが異なるということで甚だよろしくないということを前町長もお認めになっておられまし

たけれども、その点を含めて今後どうするのか、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（柳川文俊君） 商工観光課長、お答えします。 

 ただいま一條議員さんからのお話があったわけですけれども、たしか平成18年だったと思い

ます。平成18年何月かはちょっと記憶ありませんけれども、中新田漁業生産組合それまでずっ

とやってきて、実際今入っているアユ工房ですか、アユ工房が実質的にそういったアユの生産

をやっていると。実際の組合員の方々というのはもう実際は業務は停止されたという部分であ

ります。それで、町としてそれまで契約の中ではそういった転貸、町の承認を得ないでの転

貸、又貸しというのはだめだというのを、契約書の中のたしか９条だったというふうに記憶し

ておりますが、９条の中ではそういった規定をしております。許可した場合、町が認めた場合

はよろしいということで、町でそういう事態が出てきたということで、漁業生産組合の方から

そういった申し入れ、承認のお願いがありまして町で承認したと。転貸を承認したということ

で現在に至っておりまして、御案内のとおり、実質的には現在のアユ工房がアユの生産を行っ

ているということであります。（「契約年度」の声あり） 

 契約が本年の３月31日で契約切れでございます。（「終わったんださ」の声あり）中新田漁

業生産組合との契約は３月31日で切れているという状態であります。 

 それで、じゃ４月以降はどうするんだかということになるわけですけれども、実質的には漁

業生産組合との契約には至っておりません。来週23日に漁業生産組合との話し合いを持つこと

にしております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） ４番。 

○４番（一條 光君） 一番最初の質問で今現在の契約の相手方伺ったわけですから、契約が事 

実上切れているという答弁が正しいのかなと思っております。 

 ただ、複雑な過去のいきさつあるんだろうと思いますけれども、町は、あの施設のある土地

を 5,000万円を出して取得をしたと。これも三、四年前でしたかね。以前の賃貸借のやってい
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たときの形態とは大分異なってきたわけでありますから、そして転貸を認めるなんていうこと

は、そもそもあってはならないんだろうと思いますし、全面的に見直す時期に来ているんでは

ないかというように考えます。町長の御見解をいただいておきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 副町長。 

○副町長（森田善孝君） 副町長、お答えします。 

 議員さん御質問で、現状についてはほぼ把握の上での御質問と思いますけれども、先ほど商

工観光課長が答弁申し上げましたとおり、契約につきましては20年３月31日で契約が切れてお

ります。それで、即契約をするように話を進めていく中で、前組合長が田林さん、田中酒造さ

んが組合長でした。彼も入院・死亡というふうな形になりまして、理事の中でそれを引き継ぐ

人等がありまして、経過的には南町、行政区では十日市なりますけれども、郵便局の向かいの

鈴木種屋さんって我々は呼んでおりますけれども、啓之という方が組合長に就任しました。そ 

れで、その方も入院して現在に至っているわけですけれども、先月退院してきたということで、 

商工観光課長が答弁したように今月23日、来週の月曜日になりますが、そこにおいてこの契約

について中身を検討し、契約する形にいくとは思うんですけれども、その段階で町で持ってい

る財産、それから組合で持っている財産と二本立てになってます。御質問のように、土地につ

きましては今回、今回というか二、三年前ということですが、町で買収して町の所有になって

おりますけれども、育てる升ですか、養殖升、あの部分が18基ぐらいあります。その中で組合

の部分もありますから、それらを明確に町の資産、それから中新田養殖鮎組合の資産と分離し

た中で、この現在アユ工房で生産しているところに貸すように、明確な分離の上に、転貸じゃ 

なくて、町はアユ工房に貸す部分、あるいは組合に貸す部分等を分離した明確な契約にいきた

いという考えではおります。以上が今進めている中での状況であります。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君） このような状況にあるということは、以前４番議員が質問をされたのを 

受けて、町として検討した一つの流れがあるわけでございまして、当然こういう形がよろしい

はずはないわけですから、今の副町長の方針を踏まえて今後すっきりした形でアユ、要するに

中新田時代からのあゆの里の構想に位置づけられるような、そういう姿にしていくのが一つの

使命でもあろうというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。７番下山孝雄君。 

○７番（下山孝雄君） それでは、31ページ、先ほど３番議員が質問しましたけれども、田谷地 

沼の遊歩道の修繕工事が出ています。具体的にどこの場所なんだか、ちょっとよく聞き取れな
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かったので、また説明をお願いしたいと思いますけれども。 

 それと、この田谷地沼はいつごろできたんだかわかりませんけれども、水の確保だと思うん

ですけれども、せきとめの人造湖と言われています。あそこら辺一帯は薬と船形の間、葡萄

沢で牧草を起こしましたけれども、あそこら辺は広大な大地すべり地帯、何か日本でも有数の

規模での地すべり地帯と言われています。ですから、もともと小さな沼が多かったところで、

大分文化財としては大きな価値があるというようなことを聞いております。 

 二十二、三年ぐらい前ですか、県と岩手大の協力をいただいて大規模な学術調査が行われま

した、気候から植生から動物から。そういったことで非常に価値のあるところだと言われてお

りますし、絶滅危惧種も多いし、植物もかなりの数があそこら辺で見られるということ。です

けれども、ミズバショウの下流の方で荒沢の、何か浸食が始まっているというようなことを聞

いているわけなんですけれども、ミズバショウの地域は旧小野田町でハンノキなんか植えられ

てて、そこでミズバショウを通して見るというような、とてもいいところなんですけれども、

そういったような本当に浸食的な問題があるのかどうか。また、どういったような対応をされ

ているか、まずそういった点をお聞きしたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） 森林整備対策室長。 

○森林整備対策室長（浅野恒昭君） 森林整備対策室長です。 

 今回、補正に計上させていただきました田谷地沼木道修繕の内容でございますが、田谷地沼

周辺の遊歩道内の田谷地沼より側のミズバショウ群生地との連絡道の歩道上の木道部分の腐食

劣化による破損箇所の維持補修ということで、訪れる方々への安全確保のための整備というこ

とで予算を計上させていただいたものでございます。 

 それから、後段の部分についてですけれども、御案内のとおりですけれども、旧町時代から

荒沢湿原に関しましての学術調査が行われた経緯があるんですけれども、その当時、森林整備

への考え方等がございまして、実は今回改めてなんですけれども、県の事業によりまして、荒

沢地区の自然環境保全地域としての指定候補地として今年度から再び学術調査が開始されてお

ります。今年中までに調査を行いまして、今年度末、来年２月、３月ごろまでにその成果、調

査結果がまとめられる流れになるわけなんですけれども、いずれ、その結果内容におきまし

て、先ほど議員さん御指摘の地すべり等の状況、さらには植物、あるいは昆虫類の生息状況な

ど詳しい情報がまとめられるかと思っております。その結果を踏まえまして、将来的には荒沢

地区の自然環境保全地域としての指定に向けた県の方の考え方にあるようでございます。以上

でございます。 
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○議長（米澤秋男君） ７番。 

○７番（下山孝雄君） 二十二、三年も経過している学術調査だったので、その後のことが心配 

されたもので聞いたんですけれども、そういったことが実施されるということだととてもいい

と思うんですけれども、きのう話題になりましたリゾート法制定の前に、旧小野田町ではどこ

まで保護とあと利活用ができるかということでいち早くそういうことをやったわけなんですけ

れども、それと、不伐の森 100町歩の千古の森を確保してますし、それから、その後、75ヘク

タール国有林を国の補助で買って、あえて町のものにして保護していくというような、そうい

ったことは私たち思っているよりほかからの評価が非常に高いと思うんですね。今自然派志向

の方が多いですから、大分そういった方々が訪れてきているということも聞いておりますし、

どうぞそういったものに対して遊歩道の整備なんかをきちっとすれば、例えばミズバショウな

んかでも、どこだりかくたりから入られたんではこれ困るんで、そういったことをきちっと整

備しておけば守られると思いますし、あと残念だったのが首長の選挙があったとき、自然保護

に関してはだれも取り上げなかったような、そういった残念な思いもありますので、もう一度

浸食があるようだというようなこと、荒沢ミズバショウの下流で。そういったことが実際に見

られるかどうか、そういった点ももう一度お聞きしておきたいと思うんですけれども。 

○議長（米澤秋男君） 森林整備対策室長。 

○森林整備対策室長（浅野恒昭君） 森林整備対策室長です。 

 詳細にはちょっと把握しておりませんが、大滝川の部分で若干の浸食状態にあるということ

を報告受けております。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君） この地域についての、今下山議員から御指摘いただいたことであります 

けれども、その流れでありますが、たしか平成７年ころに１回中間報告でしたか、岩手大の菅

原教授がその調査に当たっていたということで、自然保護の指定に向けた動きだったんです

が、その後その調査が打ち切られておりました。昨年の暮れだったと思いますが、県の自然保

護課で私のところに参りまして、この学術調査をもう一回やりたいと。そして、県の自然保護

区域に指定を受けるべくの調査であるというふうな話を受けました。したがいまして、学術的

な価値については前にも我々も報告を受けた、そういったすばらしい動植物の生息地、あるい

は地層学的にも非常に学術的な価値の高い地域ということでありますから、これをきちっとし

た形で県の指定に向けて進めていただければ、それに伴い考えられますことは、グリーン・ツ

ーリズム、一種のブームでもあるんでありますが、これにエコリゾートというような一つの付
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加価値もついてくるというふうに考えられます。したがって、この遊歩道の整備であったんで

すが、些細なことかなと思って私も一緒に歩いて現地を見てまいりました。その結果、この遊

歩道の橋の部分といいますか、木造でつくった橋げた部分の損傷が著しく見られるところ、こ

ういったところについては早急にこれを改修しておく必要があるということでお願いをしたと

ころでございます。背景は先ほど申し上げたとおりでございますので、よろしく御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。５番吉岡博道君。 

○５番（吉岡博道君） 31ページの新エネルギー導入調査委託、これ午前中にも質疑あったわけ 

です。また先日、全員協議会でも説明がありました。大変な燃料代の節減効果はびっくりした

わけですが、こういったよいところはやっぱり早目に導入を考えた方がよいと思います。 

 それで、この導入の調査ですね、これを期間、それから委託先、それから仮に導入するとし

た場合のスケジュール的なもの、もしありましたらお答えいただきます。 

○議長（米澤秋男君） 政策推進室長。 

○政策推進室長（高橋 啓君） お答えいたします。 

 導入につきましてのまず期間ということで、導入につきましては調査を今年度内ということ

で調査期間を設けさせていただいて、その調査に基づいて導入の可否をこれから決めていっ

て、導入につきましては早くても来年度というふうな形になるかと思います。 

 それから、調査につきましては、これから相手先につきましては公募をして相手先を決めて

いきたいと考えてございます。以上でございます。 

○議長（米澤秋男君） ５番。 

○５番（吉岡博道君） この木質バイオマスボイラーについては隣の色麻町でかっぱの湯にこと 

しの３月ですか、温泉施設では東北では初めてということで導入したわけですが、この分野で

はかなり各メーカーが開発が進んでいるようです。それで、発電ですね、発電もできるような

ボイラー、これも今開発が進んで実用化されているようです。何か色麻の人に聞くと発電もで

きるようなボイラーの方がよかったような、そういう声もちょっと聞いております。そういっ

たことでこの調査にもそういったものも含めていったらいいんじゃないかと思います。大変な

燃料代の高騰が続いている中、もちろん町での指定管理者の委託料の軽減も図れます。 

 それから、きのう私も一般質問をしたわけですが、ＣＯ2 削減、これも色麻町のボイラーだ

けで 650トンほど年間に少なくなるそうでございます。そういった意味でメリットだらけで、

デメリットは全然ないんじゃないかという思いがします。そういった意味でできるだけ早い時
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期に導入を図るべきではないかと思いますが、町長、どうですか。 

○議長（米澤秋男君） 町長。 

○町長（佐藤澄男君） そのとおりだと思います。したがって、いろんなこの分野での技術の革 

新といいますか、目ざましいものもあるということも情報を得ておるわけでございまして、そ

れに伴う、要するにどれくらいのというのはその裏づけをとるということ、あるいは色麻の場

合ですとある業者に委託、丸もの委託でございます。その方法ですと、要するに補助事業の対

象にさせようということになりますと、ある程度のデータを持って申請をしなければならない

というようなことがございますものですから、この措置をとらせていただきました。できるだ

け一日たりとも高い燃料を使わないということは当然のことだろうというふうに思いますの

で、迅速かつ過ちのないといいますか、将来を見越した対応をしていかなければならないとい

うふうに考えておりますので、議員皆様にも御理解をいただきたいというふうに思っていると

ころです。 

○議長（米澤秋男君） ほかにございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。こ 

れにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第53号平成20年度加美町一般会計補正予算（第１号）の採決を行います。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米澤秋男君） 御異議なしと認めます。よって、議案第53号平成20年度加美町一般会計 

補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 


